


















研究目的

　医学は感染性疾患への対応から,遺伝性,体質性,先天性といわれている疾患

や異常への対応にせまられた時期に到達している。特に,これらの異常のうち,

出生後もしくは発病後に治療の見通しのないもの,あるいは少いものに対して

は,現在の治療を主とした医療態勢では応じ難い状態にある。従ってこゝに異

常児の出生防止を含めた新しい医療のシステムを設置して対応してゆく必要が

ある。また従来は異常児出生の防止をはかるためにはあまりにも医学的な知見

に乏しく,昭和 23 年に制定された優生保護法の対象となった疾患は僅かに 34

種であり,しかも疾患といえない特殊な異常形質をも含んでいる。しかしこの

時期以後のほゞ 30 年間に遺伝医学は画期的な発展をとげ,McKusik のカタログ

によると現在メンデル遺伝形式をとる異常だけでも約 2,300 種,しかも僅がこ

の 5年間で 500種が新らしく加えられるにいたる進歩である。


